
   

 

 

平成 29年度環境保全経費の見積りの方針の調整の基本方針 

 

平 成 ２ ８ 年 ８ 月 

環境省総合環境政策局 

 

 

平成 29年度の環境保全経費の概算要求に際しては、以下の点に留意して環境保全施策の効

果的な展開が図られるよう努めることとする。 

なお、施策の全体像をわかりやすく明らかにするため、環境保全経費の事項等については、

第四次環境基本計画（平成 24 年４月 27 日閣議決定）第２部第４章「環境保全施策の体系」

に示された施策の体系及び環境基本法等の改正により放射性物質による環境の汚染の防止が

環境保全に含まれることになったことを踏まえて、以下のとおりとする。 

①地球環境の保全 

②生物多様性の保全及び持続可能な利用 

③物質循環の確保と循環型社会の構築  

④水環境、土壌環境、地盤環境の保全 

⑤大気環境の保全 

⑥包括的な化学物質対策の確立と推進 

⑦放射性物質による環境汚染の防止 

⑧各種施策の基盤となる施策等 

 

１ 環境保全施策として重点的な予算措置が必要な施策 

（１）第四次環境基本計画の総合的かつ計画的推進に係る施策 

第四次環境基本計画に定められた環境保全に関する施策について、各主体間で共通認識

を持って、総合的かつ計画的に推進する。特に、第２部第１章において「重点分野ごとの

環境政策の展開」として示された事項に係る施策については、関係する主体が相互に協調

と連携の強化を図りつつ、優先的に取り組むこととする。 

 

（２）東日本大震災からの復興・創生と熊本地震への対応に関する施策 

東日本大震災の発生から５年が経過し、本年４月からは「復興・創生期間（平成 28年

度～32年度）」に入った。福島の復興・再生のため、中間貯蔵施設の整備と施設への継続

的な搬入、放射性物質汚染廃棄物の処理、除去土壌等の減容・再生利用に向けた施策につ

いて、重点的に取り組むこととする。 

また、熊本地震による被害に対応するため、平成 28年度補正予算による対策の状況を

踏まえつつ、必要な施策について更に取り組んでいく。 

 

（３）地球温暖化対策、循環型社会の形成、自然共生社会の構築に係る施策 

関係府省においては、以下の計画等に沿って、低炭素社会、循環型社会、自然共生社



   

 

 

会が統合的に達成される真に持続可能な循環共生型社会の構築に向けた施策の推進に努

めることとする。 

・第四次環境基本計画（平成 24年４月 27日閣議決定） 

・第三次循環型社会形成推進基本計画（平成 25年５月 31日閣議決定） 

・生物多様性国家戦略 2012-2020（平成 24年９月 28日閣議決定） 

特に、平成 27年度に国連持続可能な開発サミットにおいて採択された「持続可能な開

発目標（SDGs）」を含む「持続可能な開発のための 2030年アジェンダ」や平成 28年５月

に閣議決定された「地球温暖化対策計画」の展開のための施策について、積極的に取り組

むこととする。 

 

２ その他の環境保全に係る施策等 

上記１のほか、政府においては、以下の計画等により今後の環境保全に関する考え方や

施策が示されており、これらの実現に努める。 

・我が国における「持続可能な開発のための教育（ESD）に関するグローバル・アクショ

ン・プログラム」実施計画（平成 28年３月 10日持続可能な開発のための教育に関する

関係省庁連絡会議決定） 

・バイオマス活用推進基本計画（平成 22年 12月 17日閣議決定） 

・森林・林業基本計画（平成 28年５月 24日閣議決定） 

・第５期科学技術基本計画（平成 28年１月 22日閣議決定） 

・2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関

する施策の推進を図るための基本方針（平成 27年 11月 27日閣議決定） 

   


